
医師の働き方改革
に向けての取組み
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① 時間外労働の上限規制の内容

② 各水準の種類・内容

③ 追加的健康確保措置（連続勤務時間制限・勤務間インターバル・面接指導）

④ 医師の労働時間短縮計画

⑤ 医師の労働時間短縮の取組の評価

⑥ 適切な労務管理のために把握すべきこと

⑦ 関係者が取り組むべき推奨事項について（大臣指針より）

本日お話する内容
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令和２年１２ 月 1４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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労働時間と休日について

様式 用途

様式第９号 一般労働者について、時間外、休日労働を行わせる場合

様式第９号
の２

限度時間を超えて、時間外、休日労働を行わせる場合

様式第９号
の３

新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外、
休日労働を行わせる場合

様式第９号
の４

適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外、
休日労働を行わせる場合

様式第９号
の５

適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、
事業場外労働のみなし労働時間に係る協定の内容を３６協定に
付記して届出する場合

様式第９号
の６

適用猶予期間中において、労使委員会の決議を提出する場合

様式第９号
の７

適用猶予期間中において、労働時間等設定委員会の決議を
届出する場合

● 労働基準法では、労働時間は原則として、１⽇８時間・１週40時間以内

とされています。これを「法定労働時間」といいます。

また、休⽇は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされています。

これを「法定休⽇」といいます。

● 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に

労働させる場合には、

・ 労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結

・ 所轄労働基準監督署⻑への届出

が必要です。

● 36協定では、「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」

などを決めなければなりません。

厚生労働省パンフレット 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 より

３６協定の様式
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時間外労働の上限規制について（一般）

労働基準法の改正により時間外労働の上限が設けられた

※ 但し、2019年から5年間（～2024年3月31日）上限規制の適用を猶予

された事業・業務がある。

↳ 建設事業 、自動車運転の業務 、医師 、砂糖製造業(沖縄・鹿児島県における)

具体的な上限時間は今後、省令で定める

２０１９年４月 ～

上限規制 1ヵ月 1年

原 則 ４５時間 ３６０時間

特別条項
１００時間

（複数月平均８０時間）
※休日労働含む

７２０時間
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２０２４年４月 ～

上限規制 1ヵ月
1年

～ 2036年 3月 2036年 4月～

医師
以外

原 則 ４５時間 ３６０時間

特別条項
１００時間

（複数月平均８０時間）
※休日労働含む

７２０時間

医師

A水準

１００時間
(例外あり)
※休日労働含む

９６０時間
※休日労働含む

９６０時間
※休日労働含む

B水準

１８６０時間
※休日労働含む

連携B水準

C－１水準 １８６０時間
※休日労働含むC－２水準

医師の時間外労働の上限規制について

30時間 / 1月あたり

60時間 / 1月あたり

155時間 / 1月あたり

80時間 / 1月あたり
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令和２年１２ 月 1４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より

各水準の指定と適用を受ける医師について
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各水準の指定要件について

水準 指定要件要件 （ ➀～⑥全てに該当すること ）

地
域
医
療
確
保
暫
定
特
例
水
準

B
水準

➀医療機能が以下の類型のいずれかに該当すること

◆「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するため
に整備しているもの」・「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保
を図っている「５疾病・５事業」」双方の観点から、
ⅰ 三次救急医療機関
ⅱ 二次救急医療機関
かつ 「年間救急車受入台数 1,000 台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数 500 件以上」
かつ 「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」

ⅲ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
ⅳ 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療提供体制の確保のために必要と
認める医療機関
（例）精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）、小児救急のみを提供する医療機関、

へき地において中核的な役割を果たす医療機関

◆ 特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供
する医療機関

（例）高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

②36協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを
得ない業務が存在すること

Ｂ水準の対象医療機関として指定される事由となった「必須とされる機能」を果たすために必要な業務が、
当該医療機関におけるＢ水準の対象業務とされていることについて、合理的に説明できる必要がある。

令和３年１０ 月 1４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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各水準の指定要件について

水準 指定要件要件 （ ➀～⑥全てに該当すること ）
地
域
医
療
確
保
暫
定
特
例
水
準

連携
B
水準

➀医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関であること

（例）大学病院、地域医療支援病院等

②36 協定においては年 960 時間以内の時間外・休日労働に関する上限時間の定めをしているが、
副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間外・休日労働が年 960時間を超えることがやむを
得ない医師が勤務していること

どの医師が副業・兼業によりやむを得ず長時間労働となるのかについては、予定される副業・兼業の内容を踏まえ、
特定する。医療機関は該当する医師に対して追加的健康確保措置を適切に実施するためにも、当該医師が明確となる
ように管理する必要がある。

集
中
的
技
能
向
上
水
準

C‐１
水準

➀都道府県知事により指定された臨床研修プログラム又は日本専門医機構により認定された
専門研修プログラム／カリキュラムの研修機関であること

②36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要があること

「適正な労務管理」と「研修の効率化」が行われた上で、
④の医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び指定申請の際に明示されたプログラム・カリキュ
ラムの想定労働時間（プログラム全体及び各医療機関における時間）を踏まえ、36 協定において年 960 時間を超える
時間外・休日労働に関する上限時間の定めが必要と考えられること。

C‐２
水準

➀対象分野における医師の育成が可能であること

先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要である分野」において、
Ｃ-２水準の対象として審査組織が特定する技能を有する医師を育成するのに十分な教育研修環境を有していることを
審査組織において確認する。

②36 協定において年 960 時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要があること

令和３年１０ 月 1４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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各水準の指定要件について

水準 指定要件要件 （ ➀～⑥全てに該当すること ）

B
連携B
水準

③都道府県医療審議会の意見聴取（地域の医療提供体制の構築方針との整合性）

水準を適用することが地域の医療提供体制の構築方針（医療計画等）と整合的であること及び地域の医療提供
体制全体としても医師の長時間労働を前提とせざるを得ないことについて、都道府県は、都道府県医療審議会の
意見を聴く。

C‐１
C‐２
水準

③都道府県医療審議会の意見聴取（地域の医療提供体制への影響の確認）

Ｃ-１（C-2）水準を適用することにより、地域における臨床研修医や専攻医等の確保（地域における高度な技能
が必要とされる医療の提供体制）に影響を与える可能性があることから、地域の医療提供体制への影響（及び構築
方針との整合性）を確認することが適当であり、都道府県は、都道府県医療審議会の意見を聴く。

B
連携B
C‐１
C‐２
水準

④医師労働時間短縮計画の策定

医師を含む各職種が参加して医師労働時間短縮計画を策定し、都道府県に提出する。その上で、PDCA サイクル
に基づき、当該計画を少なくとも年１回点検し、必要な改善を行うことを含め、労働時間短縮に取り組む。

⑤評価機能による評価の受審

医療機関における追加的健康確保措置や労務管理の実施状況、労働時間の実績や労働時間短縮に向けた取組状況
等について、過去３年の間に評価機能による評価をあらかじめ受けていることを都道府県において確認する。
都道府県は、その評価結果を踏まえ、Ｂ(連携B、C-1、C-2)水準の対象医療機関の指定を行う。

⑥労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと

医療機関は事業者として労働関係法令の遵守が求められる。特に、Ｂ(連携B、C-1、C-2)水準の対象医療機関は、

例外的に医師の長時間労働が許容されることから、より適切な労働時間管理等が求められる。
このため、労働時間に関する労働基準法（昭和 22 年法律第49 号）及び賃金の支払いに関する最低賃金法（昭和

34年法律第137号）の各規定に違反したことにより、過去１年以内に送検され、公表されたことがある場合には、
長時間労働が例外的に許容される医師を雇用する雇用主として不適格であるとし、Ｂ(連携B、C-1、C-2)水準の対象
医療機関としての指定を認めない。

令和３年１０ 月 1４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の適用となる医師 ※A水準の適用医師は努力義務

追加的健康確保措置（連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休息）について
令和３年９ 月 1５ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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追加的健康確保措置（連続勤務時間制限・勤務間インターバル）について
令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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追加的健康確保措置（連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休息）について

Ｃ１水準が適用される臨床研修医

令和３年９ 月 1５ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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水準 A水準 A・B・連携B・C水準 B・連携B・C水準

時間外・休日労働が
100 時間以上となる

頻度
低い 高い

睡眠及び疲労の状況
の

事前確認の
実施時期

時間外・休日労働が

80時間を超えた後

ある程度の疲労蓄積が

想定される時期

（時間外・休日労働が

80時間前後となる時期が

望ましい）

※ただし、
時間外・休日労働が
100 時間に到達する前
に実施しなければ
ならない。

毎月あらかじめ決めて

おいた時期に行うことも

可能

※ただし、
時間外・休日労働が
100 時間に到達する前
に実施しなければ
ならない。

面接指導の
実施時期

事前確認で

一定の疲労の蓄積が

予想される場合は、

時間外・休日労働が

100 時間に到達する前

に実施しなければ

ならない。

追加的健康確保措置（面接指導）について

事前確認・面接指導の実施時期

令和２年１２ 月 1４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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追加的健康確保措置（面接指導）について

面接指導の実施時期の例

令和２年１２ 月 1４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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医師労働時間短縮計画（対象医療機関と計画期間）について

◎ Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の指定を目指す医療機関

令和6年度以降の計画案（取組実績と令和６年度以降の取組目標を記載）

・ 計画始期：令和６年４月１日

・ 計画終期：始期から５年を超えない範囲内で任意の日

令和５年度末までの計画の作成に努めることとされている（努力義務）

・ 計画始期：任意の日

・ 計画終期：令和６年３月末日

※なお、できる限り早期に労働時間短縮に向けた取組に着手するため、

計画始期については出来る限り早期が望ましい。

計 画 期 間

計 画 期 間

➀ Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準の指定を目指す医療機関

② 現にＡ水準超の医師が所属する医療機関（指定を受ける予定がなくとも）

令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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◎ 共通記載事項（労働時間と組織管理）
※ ①前年度実績 、 ②当年度目標 、 ③計画終了年度の目標 を記載する

（１）労働時間数（全ての項目）
・ 年間の時間外・休日労働時間数の平均

・ 年間の時間外・休日労働時間数の最長

・ 年間の時間外・休日労働時間数 960 時間超～1,860 時間の人数・割合

・ 年間の時間外・休日労働時間数 1,860 時間超の人数・割合

（２）労務管理・健康管理（全ての項目）
・ 労働時間管理方法

・ 宿日直許可の有無を踏まえた時間管理

・ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続等

・ 労使の話し合い、３６協定の締結

・ 衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制

・ 追加的健康確保措置の実施

（３）意識改革・啓発（最低１つの項目）
・ 管理者マネジメント研修

・ 働き方改革に関する医師の意識改革

・ 医療を受ける者やその家族等への医師の働き方改革に関する説明

（４）作成プロセス

医師労働時間短縮計画の記載事項について
令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より

17



◎ 項目ごとに任意の取組を記載（労働時間短縮に向けた取組）
※ ①計画作成時における取組実績、 ②計画期間中の取組目標 を記載する

（１）タスクシフト／シェア
①職種に関わりなく特に推進するもの

②職種毎に推進するもの

（２）医師の業務の見直し
・ 外来業務の見直し ・ 宿日直の体制や分担の見直し ・ 宿日直中の業務の見直し

・ オンコール体制の見直し ・ 主治医制の見直し ・ 副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤務シフトの管理

（３）その他の勤務環境改善
・ ＩＣＴその他の設備投資 音声入力システムを導入している等

・ 出産・子育て・介護など、仕事と家庭の両立支援短時間勤務、時差出勤、変形労働時間制の導入、宿日直の免除、

院内保育・病児保育・学童保育・介護サービスの整備や利用料補助等

・ 更なるチーム医療の推進介護、福祉の関係職種との連携等

（４）副業・兼業を行う医師の労働時間管理
・ 副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤務シフトの管理（再掲） ・ 副業・兼業先との勤務シフトの調整

・ 副業・兼業先への医師労働時間短縮の協力要請副業・兼業先における、宿日直許可基準に該当する場合の当該許可の

取得、円滑な引継ぎ等によりできる限り予定していた時間内での勤務となるような配慮、派遣する医師が長時間労働

となっている場合の医師の変更の受入等の協力要請

（５）C-１水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化
・教育カンファレンスや回診の効率化 ・効果的な学習教材・機材の提供による学習環境の充実

・個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿った研修計画の作成

医師労働時間短縮計画の記載事項について
令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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計画の

「案」を作成

令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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作成は、

努力義務

令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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令和３年 7 月 1 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より

23



医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価の際に必要な視点と実施内容について具体的に明らかにしたもの

１．労務管理体制（ストラクチャー）

・労務管理の適正化に向けた取組

・産業保健の仕組みと活用

２．医師の労働時間短縮に向けた取組（プロセス）

・医師の労務管理における適切な把握と管理体制

・医師の労働時間短縮に向けた取組の実施

３．労務管理体制の構築と労働時間短縮の取組の実施後の評価（アウトカム）

・労務管理体制の構築と時間短縮に向けた取組実施後の結果の把握

の3つの構成、全部で９５項目からなり

・【評価の視点】

・【評価の要素】

・【評価の項目と基準】

が示されている。

医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドラインについて
令和３年８ 月 ２３ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドラインについて
令和３年８ 月 ２３ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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◎ 労働基準法の遵守のために必要な項目

・ 主たる勤務先での労働時間

・ 副業・兼業先での労働時間（医師の自己申告で把握します）

・ 労働時間に該当する診療外業務の時間（研鑽、研究、教育等）

・ 「宿日直中」（主たる勤務先及び副業・兼業先を含む）の労働状況

・ 副業・兼業先の宿日直許可の有無

◎ 休息の確保状況の把握のために必要な項目

・ 連続勤務時間

・ 勤務間インターバルの時間

B・連携B・C-１・Ｃ-２水準の適用医師への実施が義務となる連続勤務時間、勤務間インターバルを考慮する場合、
宿日直許可のない宿日直の時間は「労働時間」として取り扱うこととなります。
また、副業・兼業先での労働時間も把握した上で検討を行う必要があります。

◎ 医師の労働時間短縮・勤務環境改善のために把握すべき項目

・ 休日（暦日で 24 時間連続して勤務から解放されている日）の有無

・ 効率化や削減が可能な業務の時間

・ タスクシフト・タスクシェアが可能な業務の時間

これらの内容は、医師の勤務実態を明らかにし、適切な労務管理を実施するために、まず把握すべき内容と考えます。

適切な労務管理のために把握すべきこと
令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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労働時間の状況の把握について
厚生労働省パンフレット「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されますより
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労働時間の状況の把握について
厚生労働省パンフレット「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されますより
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労働時間の状況の把握について
厚生労働省パンフレット「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されますより
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労働基準法において、

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算することとされており、

労働基準法の時間外労働の上限規制が適用される労働者については、副業・兼業先の労働時間も含めて、

時間外・休日労働が上限を下回っている必要があります。

そのため、副業・兼業を行う医師がいる場合、

当該医師の「自院での労働時間」について自院で 36 協定により定めた時間を超えないようにする義務があるほか、

「自院での労働時間」と医師からの自己申告等により把握した「副業・兼業先での労働時間」も通算した上で、

時間外・休日労働の上限を超えないようにする義務があります。

また、連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息等の追加的健康確保措置についても、
時間外労働の上限規制と同様、副業・兼業を行う医師がいる場合、

当該医師の「自院での労働時間」と医師からの自己申告等により把握した「副業・兼業先での労働時間」を通算した上で

実施する義務（B・連携B・C-１・Ｃ-２水準）又は努力義務（A 水準）とされます。

現在でも、医師の副業・兼業に関して届出制を取っている医療機関は多くありますが、医療機関において雇用する医師が副業・兼業

を行っていることを把握している場合は、医師の自己申告等により、労働時間数の見込みや実績について把握する必要があります。

また、許可制・届出制でない場合でも、本人からの自己申告を促し、申告に基づき把握した、副業・兼業先の労働時間を通算して管理

する必要があります。

副業・兼業先の労働時間の把握について

【現状確認チェックリスト①-副業・兼業先について-】

□ 副業・兼業先の労働時間をあらかじめ把握する仕組みとするとともに、労働時間の実績を

少なくとも月に１回は把握する仕組みがある

□ 副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画となっている

【現状確認チェックリスト① - 副業・兼業先について - 】

令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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【現状確認チェックリスト③-研鑽について-】

□ 医療機関において自己研鑽のルールを定めている

□ 労働ではない時間（主に自己研鑽）を把握することができる

□ 医師に対して、勤怠管理や当人が実施すべき内容（就業開始、退勤時刻の申告、時間外勤務の

自己研鑽部分のルール確認等）について、少なくとも年に 1 回周知されている

令和元年 7 月に

「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」

（令和元年7月1日基発0701 第9号労働基準局⻑通達）が発出され、

「当該研鑽が、上司の明示・黙示の指示により行われるものである

場合には、これが所定労働時間外に行われるものであっても、

又は診療等の本来業務との直接の関連性なく行われるものであっ

ても、一般的に労働時間に該当するものである。」

と示されました。

あわせて、

「自己研鑽」の類型ごとに労働時間に該当するかどうか考える際の

ポイントや労働時間に該当しない場合の管理のあり方等が

示されています。

これらの内容に鑑み、現状の運用と異なる点があれば、正しい解釈にあわせて労働時間を把握していくことが必須となります。

「取扱いを明確化し、書面等に示す」、「院内職員に周知する」、「医師本人に対してもその内容を周知する」等の対応も必要です。

なお、自院での考え方を示すためには、早期に実情を把握し、検討を行うことも必要です。

自己研鑽について

【現状確認チェックリスト③ - 研鑽について - 】

使用者に指示された勤務場所（院内等）において研鑽を行う場合については、

当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となる。

研鑽の取扱い

所定労働

時間内

所定労働

時間外 上司の明示・黙示の指示により行われるものである場合には、

これが所定労働時間外に行われるものであっても、又は診療等の本来業務との

直接の関連性なく行われるものであっても、一般的に労働時間に該当する。

令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について(令和元年７月１日基発0701第9号)より
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診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する

職務上の地位にある者の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、

在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない。



自己研鑽について

研鑽の類型 研鑽の労働時間該当性 研鑽の具体的内容

（１）

一般診療における
新たな知識、技能の
習得のための学習

例えば、

・診療ガイドラインについての勉強、

・新しい治療法や新薬についての勉強、

・自らが術者等である手術や処置等について
の予習や振り返り、

・シミュレーターを用いた手技の練習 等

・業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら

申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して

行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えらる。

・ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間

に該当する。

（２）

博士の学位を取得するため
の研究及び論文作成や、
専門医を取得するための
症例研究や論文作成

例えば、

・学会や外部の勉強会への参加・発表準備、

・院内勉強会への参加・発表準備、

・本来業務とは区別された臨床研究に係る
診療データの整理・症例報告の作成・論文
執筆、大学院の受験勉強、

・専門医の取得や更新に係る症例報告作成・
講習会受講 等

・上司や先輩である医師から論文作成等を奨励されている等の事情があっても、

業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら

申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して

行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。

・ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されている

ため、その実施を余儀なくされている場合や、研鑽が業務上必須である場合、

業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をして行わせる場合は、当該

研鑽が行われる時間については労働時間に該当する。

（３）
手技を向上させるため
の手術の見学

例えば、

・手術・処置等の見学の機会の確保や症例
経験を蓄積するために、所定労働時間外に、
見学（見学の延長上で診療（診療の補助を
含む。）を行うこと 等

・上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があったとしても、業務

上必須ではない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し

出て、 上司の明示 ・ 黙示による指示なく行う場合、当該見学やそのための

待機時間については、 在院して行う場合であっても、 一般的に労働時間に

該当しないと考えられる。

・ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、

労働時間に該当すると考えられ、また、見学中に診療を行うことが慣習化、

常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当する。

類型ごとの労働時間該当性についての基本的な考え方

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について(令和元年７月１日基発0701第9号)より
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・祝日等がない標準的な１週間で調査を実施する

・医師が「どういった業務をしていたのか」を項目別に３０分区切りで矢印で記入する

・主たる勤務先だけでなく、副業・兼業先での業務の状況も記入する

医師の勤務実態把握マニュアル調査項目入力シート（Excel）について
令和３年８ 月 ４ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について
令和３年９ 月 1５ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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関係者が取り組むべき推奨事項について（大臣指針より）
令和３年９ 月 1５ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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関係者が取り組むべき推奨事項について（大臣指針より）
令和３年９ 月 1５ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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関係者が取り組むべき推奨事項について（大臣指針より）
令和３年９ 月 1５ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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関係者が取り組むべき推奨事項について（大臣指針より）
令和３年９ 月 1５ 日 医師の働き方改革の推進に関する検討会資料より
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